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○

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
第
百
六
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
市
町
村
の
処
理
等
）

（
市
町
村
の
処
理
等
）

第
六
条
の
二

市
町
村
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
従
つ
て
、
そ
の
区
域
内
に
お
け

第
六
条
の
二

市
町
村
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
従
つ
て
、
そ
の
区
域
内
に
お
け

る
一
般
廃
棄
物
を
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
う
ち
に
収
集
し
、
こ
れ
を

る
一
般
廃
棄
物
を
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
う
ち
に
収
集
し
、
こ
れ
を

運
搬
し
、
及
び
処
分
（
再
生
す
る
こ
と
を
含
む
。
第
七
条
第
三
項
、
第
五
項
第
四
号

運
搬
し
、
及
び
処
分
（
再
生
す
る
こ
と
を
含
む
。
第
七
条
第
三
項
、
第
五
項
第
四
号

ニ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
七
条
の
三
第
一
号
、
第
七
条
の
四
第
一
項
第
五
号

ハ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
七
条
の
三
第
一
号
、
第
七
条
の
四
第
一
項
第
五
号

、
第
八
条
の
二
第
六
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
九
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
の
二
の

、
第
八
条
の
二
第
六
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
九
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
の
二
の

二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
、
第
九
条
の
三
第
十
二
項
（
第
九
条
の
三
の
三
第
三

二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
、
第
九
条
の
三
第
十
二
項
（
第
九
条
の
三
の
三
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
、
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
、
第

十
四
条
第
三
項
及
び
第
八
項
、
第
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
第
五
号
、
第
十
四
条
の

十
四
条
第
三
項
及
び
第
八
項
、
第
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
第
五
号
、
第
十
四
条
の

四
第
三
項
及
び
第
八
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
十
五
条
の
十
二
、
第

四
第
三
項
及
び
第
八
項
、
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
十
五
条
の
十
二
、
第

十
五
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
、
第
十
六
条
の
二
第
二
号
、
第
十
六
条
の
三
第
二
号

十
五
条
の
十
五
第
一
項
第
三
号
、
第
十
六
条
の
二
第
二
号
、
第
十
六
条
の
三
第
二
号

、
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
二

、
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
二

項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
）

（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い

５

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
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る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四

申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

心
身
の
故
障
に
よ
り
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て

イ

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

環
境
省
令
で
定
め
る
も
の

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

（
新
設
）

ハ
〜
ヘ

（
略
）

ロ
〜
ホ

（
略
）

ト

ヘ
に
規
定
す
る
期
間
内
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
若
し
く

ヘ

ホ
に
規
定
す
る
期
間
内
に
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
若
し
く

は
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は
処
分
の
事
業
の
い
ず
れ
か
の

は
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
若
し
く
は
処
分
の
事
業
の
い
ず
れ
か
の

事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
又
は
浄
化
槽
法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
該
当
す
る

事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
又
は
浄
化
槽
法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
該
当
す
る

旨
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
ヘ
の
通
知
の
日
前

旨
の
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
ホ
の
通
知
の
日
前

六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の

六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の

理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
で
あ

理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
で
あ

つ
た
者
又
は
当
該
届
出
に
係
る
個
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理

つ
た
者
又
は
当
該
届
出
に
係
る
個
人
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理

由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
で
あ
つ
た
者
で
、
当
該
届

由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
で
あ
つ
た
者
で
、
当
該
届

出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

チ

そ
の
業
務
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ト

そ
の
業
務
に
関
し
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者

る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者

リ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法

チ

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法

定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
を
含

定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
を
含

む
。
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い

む
。
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ヌ

法
人
で
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
チ
ま
で
の

リ

法
人
で
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
ト
ま
で
の
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い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の

ル

個
人
で
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

ヌ

個
人
で
政
令
で
定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
の
あ
る
も
の

当
す
る
者
の
あ
る
も
の

６
〜
９

（
略
）

６
〜
９

（
略
）

市
町
村
長
は
、
第
六
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い

市
町
村
長
は
、
第
六
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

10

10

る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

申
請
者
が
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四

申
請
者
が
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

〜

（
略
）

〜

（
略
）

11

16

11

16

（
変
更
の
許
可
等
）

（
変
更
の
許
可
等
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
前
条
第
五
項
第
四

４

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
前
条
第
五
項
第
四

号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ

て
は
、
同
号
ト
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

た
と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出

は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

５

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
若
し
く
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

（
新
設
）

の
前
条
第
五
項
第
四
号
リ
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人
、
同
号
ヌ
に
規
定
す
る
役
員
若

し
く
は
使
用
人
若
し
く
は
同
号
ル
に
規
定
す
る
使
用
人
が
、
同
号
イ
に
該
当
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
も
、

前
項
と
同
様
と
す
る
。
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（
許
可
の
取
消
し
）

（
許
可
の
取
消
し
）

第
七
条
の
四

市
町
村
長
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業

第
七
条
の
四

市
町
村
長
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業

者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ

者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

第
七
条
第
五
項
第
四
号
ハ
若
し
く
は
ニ
（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

一

第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
若
し
く
は
ハ
（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に

若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合

防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合

に
限
る
。
）
又
は
同
号
チ
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

に
限
る
。
）
又
は
同
号
ト
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
ハ
若
し
く
は
ニ
（
第
二
十
五
条

二

第
七
条
第
五
項
第
四
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
ロ
若
し
く
は
ハ
（
第
二
十
五
条

か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合

防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合

に
限
る
。
）
又
は
同
号
チ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

に
限
る
。
）
又
は
同
号
ト
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

至
つ
た
と
き
。

至
つ
た
と
き
。

三

第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
ホ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

三

第
七
条
第
五
項
第
四
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
ニ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

四

第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

四

第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
と
き
（
前
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

当
す
る
に
至
つ
た
と
き
（
前
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
許
可
の
基
準
等
）

（
許
可
の
基
準
等
）
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第
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

第
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら

れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

申
請
者
が
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

四

申
請
者
が
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

こ
と
。

こ
と
。

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

（
変
更
の
許
可
等
）

（
変
更
の
許
可
等
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で

６

第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
又

又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ト
に

は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
環
境

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
環
境
省
令
で

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。

。

７

第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
者
の
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
に

（
新
設
）

規
定
す
る
法
定
代
理
人
、
同
号
ヌ
に
規
定
す
る
役
員
若
し
く
は
使
用
人
若
し
く
は
同

号
ル
に
規
定
す
る
使
用
人
が
、
同
号
イ
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
環

境
省
令
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
）

（
許
可
の
取
消
し
）

第
九
条
の
二
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

第
九
条
の
二
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
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、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ

、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ル
ま
で

一

第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
）

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認

て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ

第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ
〜
ヘ

（
略
）

ロ
〜
ヘ

（
略
）

６
〜

（
略
）

６
〜

（
略
）

17

17

（
変
更
の
許
可
等
）

（
変
更
の
許
可
等
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
七
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者

３

第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
及
び

及
び
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
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三
項
中
「
一
般
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
「
市
町
村
長
」

中
「
一
般
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か

る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヘ

ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、

ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号

同
号
イ
又
は
チ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
前
条
第
五
項
第
四

ト
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
前
条
第
五
項
第
四
号
ト
に
係
る

号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま

も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
前
条
第
五
項
第

で
（
前
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
と
、

四
号
ト
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都

「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
五

道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
第
四
号
リ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
」
と
、
「
同
号
ヌ
」
と

あ
る
の
は
「
同
号
ニ
」
と
、
「
同
号
ル
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ホ
」
と
、
「
同
号
イ

」
と
あ
る
の
は
「
同
号
イ
（
前
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
）

（
許
可
の
取
消
し
）

第
十
四
条
の
三
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃

第
十
四
条
の
三
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃

棄
物
処
分
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り

棄
物
処
分
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り

消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ハ
若
し
く
は
ニ
（
第
二

一

第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
若
し
く
は
ハ
（
第
二

十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
五
条
か

十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
五
条
か

ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴

ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に

処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
号
チ
に
係
る
も
の
に
限
る
。

処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
号
ト
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ヘ
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ヘ
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。
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二

第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
同
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号

二

第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
同
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号

ハ
若
し
く
は
ニ
（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴

ロ
若
し
く
は
ハ
（
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
し
、
刑
に

処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
号
チ
に
係
る
も
の
に
限
る
。

処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
号
ト
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
に
至

）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
。

つ
た
と
き
。

三

第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
同
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号

三

第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
同
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号

ホ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と

ニ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と

き
。

き
。

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
変
更
の
許
可
等
）

（
変
更
の
許
可
等
）

第
十
四
条
の
五

（
略
）

第
十
四
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
七
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集

３

第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬

運
搬
業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

業
者
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
一
般
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃

い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
一
般
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

棄
物
の
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項

の
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「

中
「
前
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま

前
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま
で
に

で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項

掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ト
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
（

第
二
号
イ
（
前
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
四

前
条
第
五
項
第
四
号
ト
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ

条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
前
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は
第
十

か
ら
ホ
ま
で
（
前
条
第
五
項
第
四
号
ト
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
と
、
「
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四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と

市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
同
条
第
五
項
中
「
前
条
第
五
項
第
四
号
リ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第

二
号
ハ
」
と
、
「
同
号
ヌ
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ニ
」
と
、
「
同
号
ル
」
と
あ
る
の

は
「
同
号
ホ
」
と
、
「
同
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
イ
（
前
条
第
五
項
第
四
号
イ

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
変
更
の
許
可
等
）

（
変
更
の
許
可
等
）

第
十
五
条
の
二
の
六

（
略
）

第
十
五
条
の
二
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
九
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者

３

第
九
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
た
だ
し
書

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
た
だ
し
書

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
同
条
第
二
項
第

一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
「
当
該
許
可
に
係
る
一
般

一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
「
当
該
許
可
に
係
る
一
般

廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
、
「
一
般
廃

廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
、
「
一
般
廃

棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
」
と

棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
「
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
」
と

あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
当
該

あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
当
該

許
可
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

許
可
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

」
と
、
「
一
般
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
同
条
第
六
項
中

」
と
、
「
一
般
廃
棄
物
の
」
と
あ
る
の
は
「
産
業
廃
棄
物
の
」
と
、
同
条
第
六
項
中

「
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
又
は
リ
か
ら
ル
ま
で
（
同
号
リ
か
ら
ル
ま

「
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
チ
か
ら
ヌ
ま
で
（
同
号
チ
か
ら
ヌ
ま

で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
又
は
チ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項

で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ト
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号

第
二
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
又
は
チ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十

イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ト
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第

四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
若
し
く
は
チ
又
は

二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ト
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
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第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ロ
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
七
条
第
五
項
第
四
号
リ
」

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
ハ
」
と
、
「
同
号
ヌ
」
と
あ
る
の
は
「
同

号
ニ
」
と
、
「
同
号
ル
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
ホ
」
と
、
「
同
号
イ
」
と
あ
る
の
は

「
同
号
イ
（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。
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